
令和４年１２月１日 

外務省 

 

 独立行政法人通則法第２０条第１項の規定に基づき、独立行政法

人国際協力機構監事（非常勤）を任命したので、下記のとおり公表す

る。 

記 

１ 任命日 

  令和４年１２月１日 

  （任期：令和４年１２月１日 ～ 令和９年６月（見込み）） 

※監事の任期は中期目標の期間の最後の事業年度についての財

務諸表の承認日まで 

２ 氏名 

  赤羽 貴（あかはね たかし） 

３ 生年月日・年齢 

  昭和３８年 ３月２９日生 ５９歳（任命日時点） 

４ 現職 

  アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 

５ 任命理由 

弁護士としての法律全般（特に会社法・金融）に関する専門的

知見に加え、政府の公共インフラ関連の有識者会合や、JICAの

海外投融資委員会の委員を務めるなど、JICA業務全般（特にイ

ンフラ案件や出融資案件）に幅広い知識を有しているため、適

任と認められる。                          以上 


